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自動車登録申請書の添付書類の有効期間に係る取扱いについて 

 

 

今般、標記について別添１のとおりとするよう運輸支局等に周知したので、この

旨傘下会員に周知願いたい。 

また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す

る法律（平成８年法律第８５号）第２条に基づき、令和元年台風１９号による災害

についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令

和元年政令第１２９号）が公布施行されたことにより、行政上の権利利益に係る満

了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る行政上の義務の

不履行の免責及び同政令を受けて同法第３条第２項の規定に基づき、行政上の権

利利益の延長を行うための告示が別添２のとおり措置されているので、あわせて

傘下会員に周知願いたい。 
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自動車登録申請書の添付書類の有効期間に係る取扱いについて 

 

 

 令和元年台風第１９号による災害について、特定非常災害の被害者の権利利

益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法律第８５号）第３条

第２項の規定に基づき、同条第１項の規定による延長の措置の対象となる特定

権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日が告示（令和元年国土交通省告

示第７２０号）で指定されたことに鑑み、「自動車保管場所の確保等に関する法

律の改正に伴う事務の取扱いについて」（平成３年６月２５日付け地管第５４号）

及び「自動車登録業務等実施要領の制定について」（平成１８年１月３０日付け

国自管第１６６号、国自技第２３２号）にかかわらず、特例として下記の取扱い

とするので、管内の運輸支局等へ遺漏なきよう周知されたい。 

 

記 

 

１．対象者 

特定被災地域内（※１）に住所を有する自動車の所有者若しくは使用者又は特

定被災地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の所有者 

※１ 令和元年台風第１９号による災害について、災害救助法（昭和２２年法

律第１１８号）が適用された市町村の区域。 

 

２．延長後の満了日 

（１）自動車保管場所証明書の有効期間について 

特定非常災害発生日前概ね 1 ヶ月（※２）以内（令和元年８月３１日から令和

元年１０月１０日）に証明されたものについては、令和２年３月３１日をもって

満了するものとする。 

※２ 「自動車保管場所証明書の取扱いについて（平成３年６月２５日付け事

務連絡）」において、「概ね１ヶ月」とは「４０日」とされている。  

（２）自動車の使用者の住所を証する書面及び使用の本拠の位置を証する書面

等の有効期間について 

（別添１）



 
特定非常災害発生日前３ヶ月以内（令和元年７月１０日から令和元年１０月

１０日）に発行されたものについては、令和２年３月３１日をもって満了するも

のとする。 



（別添２）




